南アルプス市男女共同参画出前講座実施要項
１.目的・概要
平成１８年１２月に定めた「南アルプス市男女共同参画推進条例」は、男女共同参画社会を実現するための７本の柱（基本理念）を定め、家庭、地域、学校、職場など社会のあらゆる分野において、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会づくりを目指している。
この事業は、市内の事業所・団体・グループ（自治会、学校、ＰＴＡ、サークルなど）において男女共同参画に関する研修を取り入れてもらうことにより、受講者が、男女共同参画の必要性を理解し、気づき、あらゆる分野における男女共同参画の取組みを実践していくきっかけとすることをねらって実施する。
２.対象
・おおむね２０人以上参加できる市内の事業所・団体・グループ（自治会、学校、ＰＴＡ、サークルなど）

３.開催時間と場所

・開催時間は、原則として平日の午前９時から午後９時の間で、１時間～２時間程度。

・開催場所は、市内。

・会場の手配や準備は主催者側で行う。
・会場の設営に要する費用及び有償の資料に係る費用は、申込者側で負担する。ただし、講座内容によって、公共施設の広いスペースを必要とする場合で申込者の会場使用料の支出が困難なときは、市が申し込む。

４.講師及び講師料　

内容に合わせて、大学教授や専門講師、または市職員を派遣する。講師料は市が負担し、上限を交通費込みで２万円（県内大学教授などの講師の場合）とする。ただし、講師の謝金が不足する場合は、主催者と市の合算も可。

５募集期間
平成２３年７月～平成２４年２月
６.開催回数または事業費　

　２０，０００円＊４回　または、８０，０００円の範囲で開催　申込順
７.講座内容

　 男女共同参画社会づくりに関する講座で、内容は市と主催者で協議して決める。
 【講座テーマの例】
・男女共同参画ってなあに？
・男女共同参画のまちづくり
・自分らしい生き方とは
・子育ての楽しみ方　

・ワークライフバランスについて
・その他男女共同参画に関すること　など

８.申し込み方法　　

・申込書は、市役所みんなでまちづくり推進課、または、南アルプス市ホームページからも入手することができる。

９.申し込みができない場合
・公秩序を乱し、善良な風俗を阻害するおそれがあると認められたとき。
・政治・宗教または営利などを目的とした集会であると認められたとき。
・男女共同参画出前講座の目的に反すると認められたとき。

１０.報告・その他

・よりよい出前講座とするため、受講後アンケートに協力してもらう。

・講座実施後、講座実報告書を提出。


